
 

 

大阪広域水道企業団告示第９号 

 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第27条ただし書及び地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第22条の２第１項の規定により、

大阪広域水道企業団の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機

関を次のとおり定め、令和７年10月１日から実施した。  

なお、令和７年大阪広域水道企業団告示第５号（出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定）は、令和７年９月30日限り廃止した。 

  令和７年10月１日 

大阪広域水道企業団企業長 永藤 英機   

１ 出納取扱金融機関 

金融機関名 取扱事務の範囲 

株式会社りそな銀行 

 

 

 

水道用水供給事業、岸和田水道事業、八尾水道事業、富田林水道事業、柏原水道事業、高石水道事業、藤井

寺水道事業、泉南水道事業、四條畷水道事業、大阪狭山水道事業、阪南水道事業、豊能地域水道事業、忠岡

水道事業、熊取水道事業、田尻水道事業、岬水道事業、太子水道事業、河南水道事業、千早赤阪水道事業及

び工業用水道事業における出納事務の一部 

 

２ 収納取扱金融機関 

金融機関名 取扱事務の範囲 

株式会社みずほ銀行 

 

 

 

水道用水供給事業、岸和田水道事業（口座振替による収納に限る。）、八尾水道事業（口座振替による収納

に限る。）、柏原水道事業（口座振替による収納に限る。）、高石水道事業（口座振替による収納に限る。）、

藤井寺水道事業（口座振替による収納に限る。）、四條畷水道事業（口座振替による収納に限る。）及び工

業用水道事業における収納の事務の一部 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 

 

 

 

水道用水供給事業、岸和田水道事業、八尾水道事業、富田林水道事業、柏原水道事業、高石水道事業、藤井

寺水道事業、泉南水道事業、四條畷水道事業、大阪狭山水道事業、阪南水道事業、豊能地域水道事業、忠岡

水道事業、熊取水道事業、田尻水道事業、岬水道事業、太子水道事業、河南水道事業、千早赤阪水道事業及

び工業用水道事業における収納の事務の一部（いずれの事業も口座振替による収納に限る。） 



 

 

株式会社三井住友銀行 

 

 

 

水道用水供給事業、岸和田水道事業、八尾水道事業、富田林水道事業、柏原水道事業、高石水道事業、藤井

寺水道事業、泉南水道事業、四條畷水道事業、大阪狭山水道事業、阪南水道事業、豊能地域水道事業、忠岡

水道事業、熊取水道事業、田尻水道事業、岬水道事業、太子水道事業、河南水道事業、千早赤阪水道事業及

び工業用水道事業における収納の事務の一部 

株式会社三十三銀行 八尾水道事業及び阪南水道事業（口座振替による収納に限る。）における収納の事務の一部 

株式会社京都銀行 八尾水道事業、高石水道事業及び四條畷水道事業における収納の事務の一部 

株式会社関西みらい銀行 

 

 

 

 

水道用水供給事業、岸和田水道事業、八尾水道事業、富田林水道事業、柏原水道事業、高石水道事業、藤井

寺水道事業、泉南水道事業、四條畷水道事業、大阪狭山水道事業、阪南水道事業、豊能地域水道事業、忠岡

水道事業（納入通知書による収納に限る。）、熊取水道事業、田尻水道事業、岬水道事業（納入通知書によ

る収納に限る。）、太子水道事業、河南水道事業、千早赤阪水道事業及び工業用水道事業における収納の事

務の一部 

株式会社池田泉州銀行 

 

 

 

水道用水供給事業、岸和田水道事業、八尾水道事業、富田林水道事業、柏原水道事業、高石水道事業、藤井

寺水道事業、泉南水道事業、四條畷水道事業、大阪狭山水道事業、阪南水道事業、豊能地域水道事業、忠岡

水道事業、熊取水道事業、田尻水道事業、岬水道事業、太子水道事業、河南水道事業、千早赤阪水道事業及

び工業用水道事業における収納の事務の一部 

株式会社南都銀行 

 

岸和田水道事業（納入通知書による収納に限る。）、八尾水道事業、柏原水道事業、藤井寺水道事業、四條

畷水道事業、太子水道事業及び千早赤阪水道事業における収納の事務の一部 

株式会社紀陽銀行 

 

 

岸和田水道事業、八尾水道事業、富田林水道事業、柏原水道事業、高石水道事業、藤井寺水道事業、泉南水

道事業、四條畷水道事業、大阪狭山水道事業、阪南水道事業、忠岡水道事業、熊取水道事業、田尻水道事業

及び岬水道事業における収納の事務の一部 

株式会社徳島大正銀行 八尾水道事業、富田林水道事業及び柏原水道事業における収納の事務の一部 



 

 

大阪信用金庫 

 

 

岸和田水道事業、八尾水道事業、富田林水道事業（納入通知書による収納に限る。）、高石水道事業、藤井

寺水道事業、泉南水道事業、四條畷水道事業、阪南水道事業、豊能地域水道事業（納入通知書による収納に

限る。）、忠岡水道事業、熊取水道事業及び田尻水道事業における収納の事務の一部 

大阪厚生信用金庫 藤井寺水道事業及び四條畷水道事業における収納の事務の一部 

大阪シティ信用金庫 

 

八尾水道事業、富田林水道事業、柏原水道事業、藤井寺水道事業、四條畷水道事業、太子水道事業及び河南

水道事業における収納の事務の一部 

大阪商工信用金庫 八尾水道事業及び柏原水道事業における収納の事務の一部 

永和信用金庫 八尾水道事業における収納の事務の一部 

枚方信用金庫 四條畷水道事業における収納の事務の一部 

きのくに信用金庫 泉南水道事業、阪南水道事業、熊取水道事業及び田尻水道事業における収納の事務の一部 

尼崎信用金庫 八尾水道事業における収納の事務の一部 

大同信用組合 八尾水道事業、富田林水道事業、柏原水道事業及び藤井寺水道事業における収納の事務の一部 

成協信用組合 

 

岸和田水道事業、八尾水道事業、富田林水道事業、柏原水道事業、高石水道事業、藤井寺水道事業、四條畷

水道事業、大阪狭山水道事業、太子水道事業及び河南水道事業における収納の事務の一部 

のぞみ信用組合 八尾水道事業、柏原水道事業及び四條畷水道事業における収納の事務の一部 

近畿産業信用組合 岸和田水道事業、八尾水道事業及び忠岡水道事業における収納の事務の一部 

ミレ信用組合 

 

岸和田水道事業（納入通知書による収納に限る。）、八尾水道事業及び忠岡水道事業における収納の事務の

一部 



 

 

近畿労働金庫 

 

 

岸和田水道事業、八尾水道事業、富田林水道事業、柏原水道事業、高石水道事業、藤井寺水道事業、泉南水

道事業、四條畷水道事業、大阪狭山水道事業、阪南水道事業、豊能地域水道事業、熊取水道事業、田尻水道

事業、岬水道事業及び太子水道事業における収納の事務の一部 

大阪北部農業協同組合 豊能地域水道事業における収納の事務の一部 

大阪泉州農業協同組合 泉南水道事業、阪南水道事業、熊取水道事業、田尻水道事業及び岬水道事業における収納の事務の一部 

いずみの農業協同組合 岸和田水道事業、高石水道事業及び忠岡水道事業における収納の事務の一部 

大阪南農業協同組合 

 

富田林水道事業、藤井寺水道事業、大阪狭山水道事業、太子水道事業、河南水道事業及び千早赤阪水道事業

における収納の事務の一部 

グリーン大阪農業協同組合 八尾水道事業における収納の事務の一部 

大阪中河内農業協同組合 八尾水道事業及び柏原水道事業における収納の事務の一部 

大阪東部農業協同組合 四條畷水道事業における収納の事務の一部 

北河内農業協同組合 四條畷水道事業における収納の事務の一部 

株式会社ゆうちょ銀行 

 

 

 

 

岸和田水道事業、八尾水道事業、富田林水道事業、柏原水道事業、高石水道事業、藤井寺水道事業、泉南水

道事業、四條畷水道事業、大阪狭山水道事業、阪南水道事業（口座振替による収納に限る。）、豊能地域水

道事業、忠岡水道事業、熊取水道事業、田尻水道事業、岬水道事業、太子水道事業、河南水道事業及び千早

赤阪水道事業における収納の事務の一部（ただし、取扱店舗については、近畿２府４県に所在する各支店又

は各郵便局とする。） 

 


